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令和６年度 第 1回江東区消費者教育推進委員会 議事要旨 

 

１ 日時：令和６年７月９日（火） 午前 10：00～12：00 

 

２ 場所：パルシティ江東 第 1・2研修室 

 

３ 出席者 

委員 12名（弁護士、所轄警察署担当、消費者団体代表、区職員、公募区民等） 

事務局職員（地域振興部経済課） 

 

４ 議題 

（1）江東区消費者相談・被害の状況について 

（2）令和５年度消費者教育の実施状況について 

（3）令和６年度消費者教育の状況について 

（4）その他、質疑応答等 

 

５ 主な報告・意見等 

事務局より議題（1）について、資料１により説明。相談事例報告について、

委員からの報告・意見は以下のとおり。 

 

○ 事例 1は、PCサポートに関する事例。 

パソコン操作中に画面にウイルス感染の警告表示と警告音が出た。画面に表

示された電話番号に電話をかけ、遠隔操作により修復してもらった。業者から

修復代金 12万円を請求され、指示どおり何度もコンビニで電子マネーを購入し

て支払った。返金は可能か。修復代金が高額でだまされたのではないか。遠隔

操作されたことで個人情報を知られ二次被害も不安との相談。 

警告表示は単なる広告であり、実際にはウイルス感染しておらず、業者に連

絡する必要はなかったことを伝えた上で相談員が業者に電話をかけたが、外国

人が片言の日本語で「返金します」というばかりで、結局、返金はされなかっ

た。電子マネーの発行会社にも、返金可能か確認するよう伝えた。ウイルス感

染の不安については、以前の状態にパソコンを復元するよう伝え、操作方法が

不明であれば情報処理推進機構（IPA）のホームページで確認するよう伝えた。

遠隔操作の仕組みについて説明し、ウイルス感染に対する不安があるなら、パ

ソコンの復元をおこなってはどうかと伝え、操作方法がわからなければ、IPA

の HPで確認してはどうかと伝えた。 

 

○ 事例２は、副業サイトに関する事例。 
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副業サイトに登録したら業者から電話がかかってきて、サポート契約を勧め

られて申し込んだ。サポート料金は 350 万円と高額であったが、稼いだ収入で

すぐに支払えると言われた。手持ち資金が無いと伝えたら、消費者金融で借金

して支払うよう言われ、4 社から 150 万円を借りた。解約したいがどうしたら

よいかとの相談。 

電話勧誘販売に該当しクーリング・オフが可能と思われる事を伝え、相談者

はメッセージアプリで発信し解約手続きが完了した。消費者金融各社には事情

を伝えてみるよう助言し、全社元金のみの返済を受付けられた。 

近年は、副業として、ネット通販の転売ビジネス、生成 Aiの動画ビジネス、

チャットの相談業務、アクセサリー製作販売などの相談も寄せられ、高額なサ

ポート契約等を結ばされているケースが多い。副業をしても高収入は得られず、

サポート契約代金の回収は困難で問題となっている。 

事業者側の弁護士から、事業をおこなうための契約であり、事業者間契約で 

あると、クーリング・オフを拒否されるケースもある。消費者であることを主

張するが認められず解決が難しい場合もある。 

契約する前に、副業内容や仕組みを理解し、収入を得る前に高額な出費が生

じる場合は注意が必要である。 

 

〇 事例１、２ともに、行政の相談対応の仕組みはできているが、アピールが足

りないということ。情報発信を続けていく熱意を持ち続けてほしい。 

 

事務局より議題(2)(3)について、資料 2・3により説明。 

委員より所管課における消費者教育の取り組みについて、資料 4に沿って説明。 

 

○ 中・高校生の居場所作り事業として、中・高校生のための SNS やスマートフ

ォンの安全教室、中・高校生が教える保護者のための SNS 講座をおこなった。

今年度も同事業を実施する予定である。 

 

〇 長寿サポートセンターからの消費者被害相談は 13件、内、被害にあったもの

7件、未遂に終わったもの 6件。 

長寿サポートセンターでは特殊詐欺の手口について情報共有し、さらに地域

のケアマネジャーや民生委員と情報共有している。また、警察署とは高齢者の

安否確認や虐待対応、特殊詐欺対応といった場面で日頃から連携している。令

和５年度は５回警察署と連携した。 

令和６年５月に亀戸長寿サポートセンターが 180 戸のマンションに注意喚起

に関するチラシを配布した。 
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○ 小学校・義務教育学校の前期課程では、社会科で生産や販売の仕事、家庭科

で買い物の仕組みや消費者の役割を学び、特別の教科道徳で「節度、節制」、「規

則の尊重」などに関連して、消費者教育との関連を図っている。 

中学校・義務教育学校の後期課程では、専門性が深まり、社会科の公民的分

野で市場経済の基本的な考え方や消費者保護、自立支援を含めた消費者行政を、

技術・家庭では売買契約、消費者トラブル等を学ぶ。特別の教科道徳では小学

校と同様の項目を通じて、消費者教育との関連を図っている。 

 

○ 管内では投資詐欺、リフォーム業者の契約トラブル、送り付け商法、国際電

話を使った案件などが発生している。国際電話は、お金がかかるため、折り返

し電話をしないよう注意喚起をした。 

 

○ 明らかに安い値段で売っているにせサイトが多々ある。飛びつくとあとで大

損する。その場合 IPA などに相談していただきたい。ネット上で物を買うとき

は、しっかり注意してほしい。 

 

〇 2050 年には 3 人に 1 人が 65 歳以上となる。ホスピス型住宅など、人生の最

後に安らぎと安心安全に結びつく事業もあるが、問題が指摘されたりしている。

多死社会の到来に向けて、安心安全に死を迎えることができる体制なり講座を、

徐々に増やしていただければと思う。 

  また、学校教育の場で、投資の講座やトラブルに遭わないためのセーフティ

ー教室などよりも、イベントのようなもので啓蒙を図るのはどうか。 

  亀戸のマンションで 180 戸にチラシ配布をおこなったことについて、よい取

り組みであり各地域に広げてほしい。 




























